
令和６年４月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和６年４月１９日（金）午後２時２０分～午後３時２３分 

 

さぬき市役所３階３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～１０号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１１号） 

農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議について 

                      （会長提出議案第１２号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１３～２０号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第２１号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第２２号） 

その他 

 

1山下加代子 2吉原博美 3眞田幸隆 4蓮井セツ子 5松岡浩二 

6池田幸嗣 7大塚ノブ子 8林 文夫 9藤井 修 10樫村浩二 

11十川隆行 12寒川孝志 13戸田修治 14長田禎二 15細川和美 

16岩澤佳宣(会長職務代理者) 17芳竹和政（会長） 

 

なし 

 

蓮井敏彦事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳係長 藤川英祐主査 

 

玉木省三副主幹 森敬冶係長 

 

西渕健一農地集積専門員 猪熊正農地集積専門員 

 

なし 

 

 

 



  

  

事務局 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

それでは、ちょっと遅くなったんですけども、令和６年４月の農業委員会

の定例会を開会致します。会長、お願いします。 

 

先ほどの総会、ご苦労でございました。これから定例会を始めさせていた

だきます。慎重なるご審議どうぞよろしくお願い致します。 

それでは、本日提案致します案件については、事前に各地区で現地確認し、

調査していただいていると思いますので、よろしくお願いを致します。 

さて、本日の出席は１７名中１６名の出席で、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立することを宣言

致します。 

では、議事録署名委員の決定ですが、私のほうから指名致します。それで

は、６番 池田委員、７番 大塚委員、両委員さん、お願い致します。 

それでは、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

別紙Ａ４の資料１ページの農地法第１８条第６項に基づく通知についてを

ご覧ください。これは賃借権を中途解約するもので、２件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●、

●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。解約理由は残存

小作の解消のためです。 

報告第２号、●●●●、●●●●様、借人、●●●●、●●●様、申請地、

●●●●●●●●●番他１筆です。解約理由は借り手の変更のためです。 

別紙Ａ４の資料２ページの使用貸借終了農地返還通知をご覧ください。こ

れは使用貸借権を中途解約するもので、４件受理しております。 

報告第１号、貸人、●●●●●●●●●●●●●、●●●●様、借人、●

●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番●です。解

約理由は借り手の都合のためです。 

報告第２号、貸人、●●●●●●●●●、●●●●●様、借人、●●●●、

●●●様、申請地、●●●●●●●●●番他１筆です。解約理由は借り手の

都合のためです。 

報告第３号、貸人、●●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●

●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●●番他３筆です。

解約理由は贈与のためです。 

報告第４号、貸人、●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●、

●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●●他１筆です。解約理

由は売買のためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終了致しました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号



  

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から第１０号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願い致します。 

 

今月の３条の案件は１０件ございまして、面積にして９，６２２㎡の１７

筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明させていただきます。議案書１ペー

ジからでございます。 

会長提出議案第１号について、ご説明させていただきます。地区番号１、

受付年月日、令和６年４月１日。譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲

受人、●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番、

台帳地目、現況地目ともに畑、地積１，２４５㎡。譲渡人の申請事由、経営

縮小、譲受人の申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもの

で、経営面積は５，０１８㎡、受人従事数は２人です。資料と致しましては

１ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●の南西約１５０ｍに位置して

おります。譲受人は申請地付近にも農地を所有しており、経営農地の保全管

理も行っております。 

会長提出議案第２号について、ご説明させていただきます。地区番号２、

受付年月日、令和６年４月１日。譲渡人、●●●●●●●●●、●●●●様、

譲受人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●

番●他２筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計１，８６１㎡。申請事

由は親から子への生前贈与です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面

積は５，２３３㎡、受人従事数は２人です。資料と致しましては２から３ペ

ージになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●の南西約１４０ｍと、

●●●●●の南約１４０ｍに位置しております。譲受人は譲渡人の息子であ

り、経営農地の保全管理も行っております。 

会長提出議案第３号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年４月１日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受

人、●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●番●他１

筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計７２６㎡。譲渡人の申請事由、

農業廃止、譲受人の申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴う

もので、経営面積は２１，５００㎡、受人従事数は２人です。資料と致しま

しては４ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の東約４３０ｍに位置し

ております。譲受人は申請地付近にも農地を所有しており、経営農地の保全

管理も行っております。 

会長提出議案第４号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年４月１日。譲渡人、●●●、●●●●様、譲受人、●

●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目とも

に田、地積３５㎡。譲渡人の申請事由、農業廃止、譲受人の申請事由は、現



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在経営する農地がないため新規就農としています。権利は所有権の移転を伴

うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は２人です。資料と致しましては５

ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●の南東約３４０ｍに位置し

ております。譲受人は申請地付近に居住しており、申請地においては野菜の

作付を計画しています。 

会長提出議案第５号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年４月１日。譲渡人、●●●、●●●●様、譲受人、●

●●●●●、●●●様。申請地、●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況

地目ともに田、地積合計２４０㎡。譲渡人の申請事由、農業廃止、譲受人の

申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は

１，５０４㎡、受人従事数は４人です。資料と致しましては６ページになり

ます。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の北西約８６０ｍに位置しておりま

す。譲受人は申請地付近の宅地に転入予定であり、申請地においては既存の

果樹を管理する計画です。 

会長提出議案第６号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年４月１日。譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●、台帳地目、現況

地目ともに畑、地積３５４㎡。譲渡人の申請事由、相手方の要望、譲受人の

申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は

２２，０１７㎡、受人従事数は２人です。資料と致しましては７ページにな

ります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の東約９３０ｍに位置しております。

譲受人は申請地に隣接する宅地にお住まいで、申請地付近にも農地を所有し

ており、経営農地の保全管理も行っております。 

会長提出議案第７号について、ご説明させていただきます。地区番号４、

受付年月日、令和６年４月１日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、

譲受人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●

●●●●●番他３筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計２，８６１㎡。

申請事由は親から子への生前贈与です。権利は所有権の移転を伴うもので、

経営面積５，１５１㎡、受人従事数は２人です。資料と致しましては８ペー

ジになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●の南約９８０ｍに位

置しております。譲受人は譲渡人の息子であり、経営農地の保全管理を行っ

ております。 

会長提出議案第８号について、ご説明します。地区番号４、受付年月日、

令和６年４月１日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●、

●●●●様、譲受人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●

●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計１，１２５

㎡。譲渡人の申請事由、農業廃止、譲受人の申請事由、経営規模の拡大。権



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

山下加代子委員 

 

 

議長（会長） 

利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は９，６３８．８５㎡、受人従事

数は３人です。資料と致しましては９ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●の南西約５００ｍに位置しており

ます。●●●●●●●●の解散に伴い、清算人から個人へ所有権を移転する

申請で、譲受人は申請地周辺にも農地を所有しており、経営農地の保全管理

を行っております。 

会長提出議案第９号について、ご説明させていただきます。地区番号４、

受付年月日、令和６年４月１日。譲渡人、●●●、●●●●様、譲受人、●

●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●、

台帳地目、現況地目ともに畑、地積２１２㎡。譲渡人の申請事由、農業廃止、

譲受人の申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、経

営面積は１４，９４４．８１㎡、受人従事数は２人です。資料と致しまして

は１０ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●の東約７００ｍに位置してお

ります。譲受人は●●●にお住まいですが、●●●にも農地を所有しており、

経営農地の保全管理も行っております。 

会長提出議案第１０号について、ご説明させていただきます。地区番号４、

受付年月日、令和６年４月１日。譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲

受人、●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●

●他１筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計９６３㎡。譲渡人の申請

事由、労力不足、譲受人の申請事由は、現在経営する農地がないため新規就

農としています。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人

従事数は２人です。資料と致しましては１１ページになります。 

資料１１ページなんですが、この資料の中心辺りに申請地があって、左下

の辺りにもう一つ申請地があるんですが、左下の申請地は間違いですので、

一応ちょっとバツ印はつけさせていただいているんですが、申し訳ございま

せんでした。 

説明に戻ります。申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南約

６８０ｍに位置しております。譲受人は申請地付近の工場に勤務しており、

申請地においては野菜の作付を計画しています。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果

の報告をお願いします。 

●●地区から。 

 

先日、１６日に現地確認に行ってきました。きれいに耕作して、問題ない

と思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 



  

 

松岡浩二委員 

 

 

議長（会長） 

 

林 文夫委員 

 

 

 

大塚ノブ子委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

十川隆行委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

３号議案ですが、４月１６日に現地確認を行いました。相続に関する案件

ですので、特に問題ないと思います。よろしくお願い致します。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第３号議案ですけど、１３日の土曜日、推進委員と共に見てまいりました

が、田ですけど、水がどこから入るのか分からん、畑みたいな感じやったの

ですけど、●●さんのことですからしっかり耕してくれるかと思っています。 

 

第４号議案についてご報告致します。私たち４月１３日に現地確認を行い

ました。この譲受人の●●さんですが、この申請しとる農地の周り、自分の

屋敷です。その屋敷の隣、小さな池みたいなのがあって、その向こうに三角

形の小さな３５㎡の土地がありました。多分、野菜か何か作ってくれると思

います。私たちは認めることにしました。よろしくご審議いただきたいと思

います。 

続いて、第５号議案なんですけれども、これは先月、●●●の●さんが田

んぼを買い取ることで議案が出たと思います。そのときに、●さんが買い取

る家の裏側に畑があります。その畑に柿の木が植わっております。それで、

私たち果樹園ということで通りましたけれども、その果樹園を●さんが買っ

て、またその果樹を作るそうです。私たちよろしいのではないかと認めるこ

とにしました。 

続いて、第６号議案、●●の●●●さんが●●さんに譲り渡すことなんで

すけど、●●さんは無農薬有機野菜を栽培されております。ここの田んぼも、

畑なんですけれども、十分野菜が作れると思います。また、立派な野菜を作

ってくれると思います。私たち認めることにしました。よろしくご審議いた

だきたいと思います。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

７号議案ですけども、これは生前贈与ですので、問題ないと思います。 

８号議案、これは先ほどの説明のとおり、●●●●●●●●が解散に伴い、

持っておる田んぼをこの人に売るということです。 

第９号議案も、買ったそうです。 

１０議案です。これは自分の仕事場の横に田んぼがあるんですけど、そこ

で野菜を作ろうと。野菜や果樹を作ったらええなというので買うそうです。 

以上です。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号から第１０号につきまし

て、質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 



  

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

十川隆行委員 

 

 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第１号から第１０号につきましてお諮り致します。

議案第１号から第１０号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第１０号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第３ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出議案第１１

号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

今月の４条の案件は１件ございまして、面積にして１３５㎡の１筆です。

議案書は３ページからでございます。 

会長提出議案第１１号、地区番号４、受付年月日、令和６年４月１日。申

請人、●●●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●

●●番●、台帳地目田、現況地目宅地、地積１３５㎡。転用目的、既存宅地

の拡張、工事着完予定年月日は令和４年６月１５日から令和４年７月３１日。

農地区分、第２種農地。無断転用是正の案件です。資料と致しましては１２

から１３ページで、位置図を１２ページの左側に掲載しています。 

 申請地は、さぬき市●●、●●●●●●の南西約７４０ｍに位置してお

り、宅地及び道路、水路に隣接しています。申請者が居住する宅地の南西側

に隣接しており、庭木等が植わり宅地化しているため、無断転用を是正する

ため申請に至りました。地元土地改良区及び水利組合の同意を得ております。

なお、始末書も添付され反省の念を示していることから、許可も止むを得な

いと考えております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については●●地区の

関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

１１号議案ですけども、これも先般、全員で見てまいりました。自分とこ

の屋敷の一部が田んぼであったというだけの話です。なぜか田として残って

いたのを、今回、宅地に変えるということです。よろしくお願いします。 

 

議案第１１号につきまして質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第１１号につきましてお諮りします。議案第１１

号について異議ありませんか。 
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「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致

します。 

日程第４ 農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議について、会長

提出議案第１２号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

今月の第５条の事業計画変更案件は１件ございまして、面積にして５９５

㎡の１筆です。議案書４ページでございます。 

会長提出議案第１２号、地区番号３、受付年月日、令和６年４月１日。申

請者、●●●●、●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●

番、台帳地目、現況地目ともに田、地積１，１３７㎡のうち５９５㎡。転用

期間変更の申請で、変更前の転用期間は令和５年１０月１７日から令和６年

３月２９日、変更後の転用期間は令和５年１０月１７日から令和６年１２月

３１日。権利は賃借権設定、農地区分は第１種農地です。資料と致しまして

は１４から１５ページで、位置図を１４ページ左側に掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●の東約９３０ｍに位置しており、

田及び道路、水路に隣接しています。令和５年１０月１７日に許可を受けた、

ため池改修工事に係る現場事務所等用地への一時転用について、●●●●●

●●●●との契約による第２期工事に伴い、一時転用の期間延長のため申請

に至りました。前回許可時の工事完了予定日が令和６年３月２９日で、今ま

で無断転用となっておりますが、これは第２期工事、同じ場所で延長するだ

けなんですけども、入札をやり直すそうで、●●●●さんが落札するまで申

請できなかったので遅れてしまいましたということで、始末書も添付されて

反省の念も示していることから、許可も止むを得ないと考えております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については●●地区の

関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

これも１３日の土曜日に推進委員と二人で行ってまいりましたが、工事が

連続して行われるということで、止むを得ないと思います。どうぞ。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。 

議案第１２号につきまして質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第１２号につきましてお諮りします。議案第１２
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号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１２号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致

します。 

日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出議案第１３

号から第２０号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

今月の５条の案件は８件ございまして、面積にして３，２９８㎡の８筆で

す。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書５ページからでご

ざいます。 

会長提出議案第１３号と第１４号には関連がありますので、併せてご説明

させていただきます。 

会長提出議案第１３号、地区番号２、受付年月日、令和６年４月１日。譲

渡人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地は●●●●●●●●●●●●

●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積７６㎡。権利は使用貸借権の設

定。農地区分、第２種農地。令和６年２月に農振除外の審査をした案件です。 

会長提出議案第１４号、地区番号２、受付年月日、令和６年４月１日。譲

渡人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●

●番●、台帳地目田、現況地目雑種地、地積３０㎡。権利は所有権移転売買

で、農地区分は第２種農地。こちらは無断転用の是正案件になります。 

会長提出議案第１３号、第１４号の共通事項としまして、譲受人、●●●、

●●●●様、転用目的は非農家の自己住宅、工事着完予定年月日、令和６年

７月１日から令和７年６月３０日。会長提出議案第１３号の資料は１６から

１７ページで位置図を１６ページ左側に掲載しており、第１４号の資料は１

８から１９ページで位置図を１８ページの左側に掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●の北約３３０ｍに位置してお

り、田、宅地及び道路に隣接しています。申請者は議案１３号の譲渡人の息

子であり、現在の居宅が手狭となったことから、使用貸借権を設定して自己

住宅を建築するため申請に至りました。また、議案１４号については、既に

議案１３号の譲渡人の宅地として造成されていたという経緯があり、このた

び無断転用を是正して所有権を移転するため、併せて申請に至りました。地

元土地改良区及び水利組合の同意も得ております。なお、始末書も添付され

反省の念を示していることから」、許可も止むを得ないと考えております。 

続いて、会長提出議案第１５号、地区番号３、受付年月日、令和６年４月

１日。譲渡人、●●●、●●●●様、譲受人、●●、●●●●様。申請地、

●●●●●●●●番●、台帳地目畑、現況地目雑種地、地積５１㎡。転用目

的は倉庫用地、工事着完予定年月日は昭和４０年１月１日から昭和４０年１



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月３１日。権利は所有権移転売買、農地区分は第２種農地です。資料と致

しましては２０から２１ページで、位置図を２０ページの左側に掲載してお

ります。無断転用是正の案件です。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●の南東約３００ｍに位置し

ており、田、宅地及び道路に隣接しています。申請者は隣接地である宅地で

宿泊施設を経営しており、既に倉庫用地として造成されている申請地の無断

転用を是正し、宿泊施設の倉庫として所有権を取得するため申請に至りまし

た。地元土地改良区及び水利組合の同意を得ております。なお、始末書も添

付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考えてお

ります。 

会長提出議案第１６号と第１７号には関連がありますので、併せてご説明

させていただきます。 

会長提出議案第１６号、地区番号５、受付年月日、令和６年４月１日。譲

渡人、●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番●、台帳地目

畑、現況地目田、地積３２㎡。 

会長提出議案第１７号、地区番号５、受付年月日、令和６年４月１日。譲

渡人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番●、

台帳地目、現況地目ともに田、地積１，６０１㎡。 

会長提出議案第１６号と第１７号共通事項として、譲受人、●●●、●●

●●●●●●●●●様。転用目的は分譲住宅、工事着完予定年月日は令和６

年６月１日から令和９年５月３１日。権利は所有権移転売買。農地区分は第

２種農地。資料と致しましては２２から２３ページで、位置図を２２ページ

の左側に掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の南西約１００ｍに位置しており、

田、宅地及び道路に隣接しています。申請人は不動産業を営む法人であり、

住環境のよい地域で分譲住宅用地に適した土地を探していたところ、耕作放

棄地の管理に困っていた土地所有者と意向が合致し、転用申請に至りました。

地元土地改良区及び水利組合の同意を得ております。 

続いて、会長提出議案第１８号、地区番号５、受付年月日、令和６年４月

１日。譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●、●●●●様。

申請地、●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積３５

８㎡。転用目的は分家住宅、工事着完予定年月日は令和６年６月１日から令

和７年３月３１日。権利は使用貸借権の設定。農地区分、第３種農地。令和

６年２月に農振除外の審査をした案件です。資料と致しましては２４から２

５ページで、位置図を２４ページの左側に掲載しております。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の北約４２０ｍに位置し

ており、田、宅地及び道路に隣接しております。譲受人は譲渡人の息子であ

り、現在の居宅が手狭となったことから、このたび申請地に使用貸借権を設

定し分家住宅を建築するため申請に至りました。地元土地改良区及び水利組

合の同意も得ております。 

会長提出議案第１９号、地区番号５、受付年月日、令和６年４月１日。譲
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渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●、●●●様。申請地、

●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積４２８㎡。転

用目的、分家住宅、工事着工予定日が令和６年５月１０日となっております

が、正しくは５月３１日でしたので、申し訳ございませんが、訂正させてい

ただきます。完了予定日は令和６年１０月３１日。権利は使用貸借権の設定。

農地区分、第３種農地。令和６年２月に農振除外の審査をした案件です。資

料と致しましては２６から２７ページで、位置図を２６ページの左側に掲載

しております。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の北東約２７０ｍに位置

しており、田、宅地及び道路に隣接しています。譲受人は譲渡人の娘婿であ

り、現在の居宅が手狭となったことから、このたび申請地に使用貸借権を設

定し分家住宅を建築するため申請に至りました。地元土地改良区及び水利組

合の同意を得ております。 

会長提出議案第２０号、地区番号５、受付年月日、令和６年４月１日。譲

渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●●、●●●●様。

申請地、●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積

７２２㎡。転用目的、資材置場、工事着完予定年月日、令和６年７月１日か

ら令和７年１月３１日。権利は所有権移転売買。農地区分、第２種農地で、

令和６年２月に農振除外の審査をした案件です。資料と致しましては２８か

ら３０ページで、位置図を２８ページ左側に掲載しております。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●の北約８００ｍに位置してお

り、田、宅地及び道路に隣接しています。譲受人は自動車修理業を営んでお

り、併用地は自動車修理工場用地です。事業拡大に伴い資材置場用地として

事業地を拡大するため、転用申請に至りました。地元土地改良区及び水利組

合の同意も得ております。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお

願いします。 

●●地区からお願いします。 

 

第１３号議案ですが、これは農振除外の案件で、事前協議は済んでいるも

ので、特に問題ないと思います。 

第１４号議案も無断転用の是正ということで、よろしくご審議いただきた

いと思います。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第１５号についてご報告致します。私たち４月１３日に現地確認を行いま

した。●●さんの屋敷の西側に、地図見たら分かるように、細長い土地があ
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りました。そこに小さな倉庫のような建物は建っておりましたけれども、今

回、●●さんがそれを購入するそうです。これも無断転用の是正ということ

で、私たちこれはよいのではないかと認めることにしました。よろしくご審

議をお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第１６、１７号議案については、分譲住宅なので止むを得ないと思います。 

それから、１８、１９、２０号議案については、２月に農振除外申請の際

に見てきて、特に問題ないということで報告したとおりであります。よろし

くお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１３号から第２０号につきま

して質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第１３号から第２０号につきましてお諮りします。

議案第１３号から第２０号について、異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１３号から第２０号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案第２１号を

上程致します。 

なお、今月の議案で、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１１番から

１３番、１６番から１９番が●●委員、２７番、２８番が●●委員、４６番、

４７番が●●委員の関係議案になりますので、除斥対象議案になりますので、

後で別審議と致します。 

それでは、事務局から説明を求めます。 

 

会長提出議案第２１号について、ご説明致します。 

農地の貸し借りについての説明で、議案書６ページから９ページとなって

おります。 

個人１２件、法人２件、中間管理機構２３件の合計３７件となっておりま

す。３７件のうち新規２４件、再設定１３件となっております。３７件のう

ち賃借権３件、使用貸借権３４件となっております。 

賃借権の内訳としまして、５，０００円が１件、３，０００円が１件、１，

９８５円が１件となっております。 

期間は、２０年１件、１０年９件、６年１４件、５年３か月１件、５年６
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件、３年１１か月１件、３年３件、１年２件となっております。 

続いて、農地中間管理事業対象農用地等総括表の委員さんの案件を除いた

３８件についてご説明致します。別紙のＡ３の総括表をご覧ください。 

貸付先は、個人１８件、法人２０件となっております。設定する権利等の

種類は、賃借権９件、使用貸借権２９件となっております。期間は、２０年

２件、１０年１０件、６年２２件、５年３か月１件、３年１１か月２件、３

年１件となっております。利用内容は、水稲、麦、果樹、露地野菜、飼料用

作物の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案

件も多く、時間がかかりそうですので、一括して質疑に入ります。質疑等あ

る場合、整理番号を指定の上、発言ください。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１

１番から１３番、１６番から１９番、２７番、２８番、４６番、４７番を除

く議案第２１号について原案のとおり認めることとしてよろしいでしょう

か。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１１番から１３番、１

６番から１９番、２７番、２８番、４６番、４７番を除く議案第２１号につ

いて原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表で、●●委員の関係議

案である１１番から１３番、１６番から１９番、●●委員の関係議案である

２７番、２８番、●●委員の関係議案である４６番、４７番の審議に入りま

す。 

それでは、●●委員、●●委員、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●員 退席） 

 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は１１件

で、使用貸借権が１１件となっております。期間は、１０年４件、６年７件

となっております。利用内容については、水稲、麦、果樹、露地野菜の作付

となっております。 

以上です。 



  

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

議長（会長） 
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説明が終了致しました。質疑等ありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

原案のとおり承認致します。 

退席されている●●員、●●委員、●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

それでは、日程第７ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第

２２号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第２２号、農業経営改善計画の説明をさせていただきます。 

まず、●●●●さん。住所は、●●●●●●●●●●●●●●番地●です。

生年月日は●●●●年●月●●日。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、酪農

をされています。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について、

ＷＣＳの作付面積の現状は２２０ａで生産量は１３２ロールですが、５年後変更

ありません。経産牛の飼養頭数の現状が５０頭で生産量４００ｔですが、５年後

の飼養頭数を５０頭に増やし、生産量４５０ｔにこちらも増やす予定です。育成

牛の飼養頭数の現状は６頭ですが、５年後変更ありません。仔牛の出荷頭数の現

状は４５頭ですが、こちらも５年後変更ありません。（３）農用地及び農業生産

施設につきましては、アの農用地で所有地の現状、田が２９ａですが、５年後変

更はありません。借入地の現状、田が２０４ａですが、こちらも５年後変更はあ

りません。イの農業生産施設につきましては、牛舎の現状が１棟１，５００㎡で

すが、５年後変更はありません。堆肥舎の現状は１棟４００㎡ですが、５年後変

更はありません。 

今後の取組としまして、飼養管理について専門家のアドバイスを受けることに

より、受胎率及び個体乳量の向上を目指します。現状の年間所得４６８万円のと

ころ、５年後５２４万円を目指します。 

経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定についてのご審議を

よろしくお願いします。 

続きまして、②●●●●さん。住所は、●●●●●●●●●●番地●です。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日は●●●●年●●月●●日。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、施設

野菜をしています。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について、

ミニトマトの作付面積の現状が１０ａで生産量１８，０００㎏ですが、５年後の

作付面積は１０ａで１９，０００㎏に増やします。水稲の作付面積の現状は５０

ａで生産量２，４００kgですが、５年後変更はありません。オクラの作付面積の

現状は４ａで生産量１，０００㎏ですが、こちらも５年後変更はありません。（３）

農用地及び農業生産施設につきましては、アの農用地で所有地の現状が田７４ａ

ですが、５年後変更はありません。イの農業生産施設につきましては、鉄骨ハウ

スの現状１棟１，０００㎡ですが、５年後変更はありません。納屋の現状１棟５

０㎡ですが、５年後変更はありません。 

今後の取組としまして、ミニトマトについて黄化葉巻病等の病害虫防除や養液

管理を徹底して行い、単収向上を目指します。現状の年間所得４１７万円のとこ

ろ、５年後４３８万円を目指します。 

こちらも経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定についての

ご審議をよろしくお願いします。 

続きまして、③●●●●さん、生年月日が●●●年●●月●●日。同じく、

●●●●さん、生年月日は●●●●年●月●●日。●●●●●さん、生年月日

が●●●●年●月●●日です。住所は、●●●●●●●●●●番地●です。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、施設

野菜をしております。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について、

ミニトマトの作付面積の現状が２７ａで生産量３７，８００㎏ですが、５年後の

作付面積は３７ａで５１，８００㎏に増やします。水稲の作付面積の現状は６６

ａで生産量３，３００kg ですが、こちらも５年後変更はありません。（２）農畜

産物の加工・販売として、作業受託でドローンの散布をされています。売上の現

状が６５万円のところ、５年後８０万円に増やします。（３）農用地及び農業生

産施設につきましては、アの農用地で所有地の現状、田１２３ａですが、５年後

変更はありません。イの農業生産施設につきましては、鉄骨ハウスの現状が３棟

２，７００㎡ですが、５年後の鉄骨ハウスは４棟の３，７００㎡に増やす予定で

す。作業場の現状は１棟１５０㎡ですが、５年後変更はありません。納屋の現状

は１棟３００㎡ですが、こちらも５年後変更はありません。 

今後の取組としまして、ミニトマトについて温度管理や肥培管理、さらには黄

化葉巻病等の病害虫防除を徹底して行い、収量、品質の向上を目指します。また、

新規にハウスを導入し、規模拡大を図ります。現状の年間所得６８０万円のとこ

ろ、５年後７４７万円を目指します。 

こちらも経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定についての

ご審議をよろしくお願いします。 
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大塚ノブ子委員 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

続きまして、④●●●●さん、生年月日は●●●●年●月●●日と、●●●

●さん、生年月日が●●●●年●月●●日です。住所はともに、●●●●●●

●●●●番地●●です。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、施設

野菜をしています。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について、

ミニトマトの作付面積の現状が３２ａで生産量２８，８００㎏ですが、５年後の

作付面積は３２ａで３２，０００㎏に増やします。水稲の作付面積の現状は７０

ａで生産量は３，１５０kg ですが、５年後変更はありません。（２）農畜産物の

加工・販売として、水稲の収穫・乾燥調製受託の売上の現状が７万円ですが、５

年後変更はありません。（３）農用地及び農業生産施設につきましては、アの農

用地で所有地の現状、田８２ａと畑１５ａですが、５年後変更はありません。借

入地の現状は田３５ａですが、５年後変更はありません。イの農業生産施設につ

きましては、硬質ハウスの現状４棟の９６０㎡ですが、５年後変更はありません。

ビニールハウスの現状は９棟２，２４０㎡ですが、こちらも５年後変更はありま

せん。納屋の現状２棟１７２㎡ですが、５年後変更はありません。 

今後の取組としまして、こちらもミニトマトについて温度管理や肥培管理、さ

らには黄化葉巻病等の病害虫防除を徹底して行い、収量、品質の向上を目指しま

す。現状の年間所得３８４万円のところ、５年後４２５万円を目指します。 

経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定についてのご審議を

よろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。本議案については、●●地区、●●地区、●

●地区の関係案件ですので、地区代表から補足事項等がありましたら報告をお願

いします。 

まず、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

●●さんですが、個人経営で若手農家、酪農家としてよく頑張っていると思い

ます。よろしくお願い致します。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

番号２番の●●さんなんですけれども、奥さんと二人で●●●●でミニトマト

をハウス栽培されております。大変熱心な経営をされております。 

次の●●さんご夫婦と●●さん、息子さんです。３人で施設野菜、ミニトマト

の栽培をされております。この方は模範的な栽培者だと思います。よろしくお願

い致します。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 
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議長（会長） 

 

 

全委員 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●さんは昔からの農家で、ミニトマトを奥さんと二人で作って頑張って

おられるので、問題ないと思います。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２２号について質疑等がありまし

たら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、農業経営改善計画の審査について、議案第２２号につ

いてお諮り致します。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２２号について原案のとおり承認することと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第８ その他で何かございま

したら。 

 

この３月３１日で、以前農業を担当していた●●君が異動になり、今回４

月１日から新しく農業担当で●君になりましたので、ここで皆さんにご紹介

させてもらいます。 

 

この場をお借りして、ご挨拶させていただきます。 

４月から農林水産課に配属となりまして、農業係担当になりました●と申

します。まだ異動したばかりで至らぬ点も多いかと思います。今後お仕事で

関わらせていただくことも多いと思いますので、その際にはご指導ご鞭撻の

ほどよろしくお願い致します。 

 

その他ということで、今、Ａ３の地図、Ａ３用紙３枚をホチキスで綴って

いる資料があるんですけども、これが令和６年２月、２か月前の定例会で農

振除外の審査をした●●地区の●●●●の転用の案件、その案件について香

川県の●●●●●●●●●●●●●●●●より意見照会が来ておりまして、

これはもう公共の転用になりますので、香川県の●●●●●と●●●●●●

●●●●●のほうで協議をする、市に転用申請は出てこないんですけど、県

同士の協議に伴って、さぬき市さんのほう、農業委員会さん意見はないです

かということで、改めて意見照会が来ておりますので、２月の定例会におい

ては、農振除外の審査をした際には特に意見なしということでもう既に頂い

てはいるんですけども、このたび改めて県に意見書を提出することになりま

すので、確認の意味で、いま一度、農業委員の皆様にお諮りしたいと考えて

おります。 

●●●●の転用について、何かご意見等ございましたら、ご発言をお願い
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

農地中間管理

機構 

議長（会長） 

 

事務局 

したいと思います。よろしくお願いします。 

 

特に意見というんじゃないんですけど、この受益地が香川用水の受益地に

なっていると思うんです。それで、市のほうも香川用水のエリアを決めてる

じゃないですか。そこの除外と、これ決済金とかそこらの関係をどうするの

かいう問題。それと、あとは池掛かりの受益が減るということなので、そこ

らの関連、それをどういう形で処理していくのかいうのが問題かなと思うん

です。 

 

先ほどご質問というかご意見のあった決済金の話とか、私のほうも土地改

良区のほうに、どこまでになっとるんですかというのをまた確認をした上で、

もしちゃんと事前準備ができてないようだったら、意見として、そこをしっ

かりしてくださいというようなふうに上げていきたいと思いますので。ご意

見ありがとうございます。 

 

それと、改良区の賦課金。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

ほかにご意見ないようでしたら。よろしいですか。ありがとうございます。 

 

ほかに。 

 

続きまして、報告があります。 

まず、先ほどの総会で説明していた今年度の事業計画について、１つ補足

があります。２３ページの（７）会議の開催で、農業相談会のことを触れた

と思うんです。開催月が今年、令和６年の１１月と来年、令和７年の３月で

予定をしておりますので、よろしくお願い致します。 

続いて、令和５年度の最適化活動に関する皆様の自己評価の取りまとめ結

果をご報告致します。今後力を入れたい活動としましては、遊休農地の解消

が最も多く、次いで農地集積が多かったです。大変お忙しい中、活動記録を

続けていただき、誠にありがとうございます。引き続き今後ともよろしくお

願い致します。 

以上です。 

 

農地集積専門員から何かありましたら。 

 

ございません。 

 

事務局から次回の話を。 

 

次回ですけども、５月２０日月曜日１３時３０分から、場所が附属棟の多目的



  

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

室になりますので、またよろしくお願い致します。 

それと、後から縦書きの農業経営改善計画認定申請書は集めますので、お帰り

の際はこれを座席の上に置いて帰ってください。 

以上です。 

 

以上をもちまして、令和６年４月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なる審議を頂き、お礼を申し上げます。 

 

（ ３時２３分閉会） 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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署名委員    ６番 

 

 

 

署名委員    ７番 

 


